
プラ トン 『国家』における正義の擁護
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正義を擁護する 『国家』の主要議論に対 してSachslが提起 した偽証問題は,

これまで数多 くの議論を喚び起こした｡ しか し,さまざまな反論が試みられた

にもかかわらず,まだ十分な解決には至っていないと思われる｡小論は,この

SacIIS問題の解決を目指す新たな一つの試みである｡

1 Sachs問題

2巻冒頭のグラウコンとアデイマントスの要求に応えて,ソクラテスは正義

を擁護する議論を展開する｡『国家』全篇を織りなすこの主要議論に対 し,しか

し,Sachsは次のような異議を申し立てた｡グラウコンやアデイマントスらが

その擁護を要求 している正義とは,詐欺,横領,盗み,姦通,殺人など一般に

不正と見なされている特定の行為をしないことである｡これを ｢通俗的正義概

念｣(以下,Jv)と名づけよう｡これに対 し,ソクラテスが擁護 している正義は,

｢魂の正義｣というまったく別の ｢プラ トン的正義概念｣(以下,Jp)である｡ し

たがって,二つの概念の間に論理的な等値関係 (Jp- J､r)が成 り立つのでない

限り,ソクラテスの議論はJvを擁護するように見せながらJpを擁護している

にすぎず,論題す りかえの偽証 (afallacyofirrelevance)を犯 していることに

なる｡しかるに,SacllSによれば,プラ トンは Jp- Jvを想定 しているのみで

諭証しておらず,Jv- Jpについては想定だにしていない｡ゆえに偽証である
2〔)

このSa.chsの批判について検討する前に,われわれはまず彼の問題枠の設定

そのものを見直す必要があるoSachsは,ソクラテスの正義擁護の眼目が ｢正

しい人は不正な人より幸福である("Justrmenarehappiert･hananymenwllO

1D.Sachs,"A FallacyinPlato'sRepublic",PhL'1050PhicaLfievL'ew 72(1963),

reprintedinG･Vlast･os(ed･),platoII(1974)†35-51･

2sachs,45-50･
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aremjust.")｣と示すことにあると理解 している3｡もしそうなら,プラトンが

論じているのは ｢Jpな人は幸福である(魂の正義が幸福である)｣ということで

ある以上,｢Jvな人が幸福である｣ことを示すためには,Sachsの言うように,

JpとJvの等値関係が成り立つことを示さなければならないのは必然であろう｡

しかし,｢正義は不正より得である(入uoLTCは V)かどうか｣こそが,主要議論の
考察の本筋であったはずである｡正 しい人が幸福であるかどうかという論点は,

正義が得であるかどうかを論 じるために,その一つの論拠として派生的に出さ

れたものにすぎない｡たとえば,1巻では,ソクラテスが,｢正義 (正 しい人の

坐)が不正 (不正な人の生)より得であるかどうか｣という問題提起 (344d-345b,

347e)を ｢正 しい人は不正な人より幸福であるか｣の問題に置き換えて (352d)

論じたうえで,正しい人は幸福であるから,だから正義は得である,と論 じ返

している(354a)｡また2巻では,グラウコンが,｢不正は得である｣という一般

通念を代弁 して,その論拠として,不正な人が正しい人よりも幸福であること

を弁じ立てているのである(360e-362C)｡たしかに,先の354aの箇所など,ソ

クラテスは ｢幸福であることは得である｣という趣旨の主張をしており,ある

いは ｢幸福である｣ことと ｢得であること｣を同一と見なしているように見え

るかもしれない｡けれども,逆に得だから幸福だとは言えまい｡｢得である｣は,

｢幸福である｣と ｢幸福をもたらす,幸福にする｣の両義を含む4｡幸福をもた

らす生き方であっても,現に幸福であるとは限らない｡したがって,ルースな

用法でない限り(幸福になりつつあるという意味を ｢幸福である｣に含めて用い

るのでない限り),｢幸福である｣は ｢得である｣と区別されねばならない 5｡ さ

もなければ,ソクラテスの議論の大筋をとらえ損なうことになるであろう｡そ

こで,われわれはSachsの問題枠を了正義 (正 しい人の生)は不正 (不正な人の

坐)より得である｣を Jvについて示すことに設定 し直すことにしよう｡それに
よってSachsの問題提起は,なお有意味でありうる6｡

Sachs問題を扱うにあたって,小論ではさらに次のような手順で考察を進め

ることを断っておきたい｡JpとJvの間の論理的関係の成否を判定するに際 し

て,Jvのうちに任意の利他的行為 (哲人王の 洞̀窟への帰還'問題を含め)杏
反例としてもち込む議論がしばしばなされる7｡しかし,ソクラテスの対話相手

3sachs,35-36,45-47.

4トラシュマコスの ｢(不正は)幸福にする｣(343C8,344a5)と ｢利益｣の呼応 (343b-

344C)杏.ソクラテスの ｢得である｣(344e-345b)が受けている0

5pacesacks.36n･5･
6私の見る限り,この問題枠の差違をもっとも明確に意識 しているのは,氏.Kraut.,

"ReasonandJust･iceinPlato'sRepublic",PhronesJ'sSllPpl･1(1973),2071208,n･3,4
である｡

7たとえば,Kraut･,216n.12;J.AIlnaS【1】,"PlatoandCommonMorality",CLaLS-

sL'caLQuarterLey 28(1978),440;Armas[2],AnIniroduciionioPLaio'sRepublic
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- ケパ ロス,ポレマルコス, トラシュマコス,グラウコン,アデイマントス

らが想定する Jvの範囲に,論者たちが問題にするような無条件の利他性は属

さない｡彼 らが実際に想定 している正義の行為とは,人を欺かない,嘘をつか

ない,神にお供えをする,人に借金を返す (331b:ケパロス)など,不正な行為

とは,詐取,強奪,神殿荒 らし,人さらい,土蔵破 り,詐欺,盗み (344ab:ト

ラシュマコス),市場から何でも好きなものを取って くる,家に入りこんで誰と

でも好きな者と交わる,これと思う人々を殺 したり,縛めから解放 したりする

(360bc:グラウコン)などである｡ これらの事例に示されているのは,他人のも

のを取 らない,他人に危害を加えない (7T入cov蒔ctの禁止)という程度の利他性

にすぎない｡したがって,ひとまず,この水準の利他性に限定 して,ソクラテス

が正義 (Jv)擁護の要求に答えているかを検討することにしよう8｡そして,後

にあらためて利他性一般の問題をこの点との関連で取 り上げることにしたい 9｡

2 Sachs問題への対処

Sachsによる偽証の申し立てに対 して従来試みられてきた反論のアプローチの

仕方には,大きく分けて次の二つがある｡Sachsが要請するJpとJvの間の論理

的関係をテクス トから導出できると示そうとする行き方 (Demos,Weingartner,

Vlastosら10)と,そもそも 『国家』の主要議論は Jvを擁護 しようとする趣旨

の議論ではない (したがって偽証ではない)と解する行き方 (Schiller,Waterlow

らll)である｡ この章では,これら二つの対処の仕方をいずれも批判 し退けた

うえで,第三の対処の方法12を論 じる｡

(1981),156-157;N10･Dahl,"Plato'sDefenseofJustice",PLlL'LosophyandPLle-

nomenoLogicaJResearch51(1991),823など｡

8ポレマルコスとの対話で,ソクラテスは正義を利他と認める(335b-ぺ).しかし.ト
ラシュマコスの介入によって,利他それ自体を取り上げる議論の方向は中断され,Jvの
範囲に閉じられてしまうO利他性の問題を切り解して,Jvに限定して論じようとするわ

れわれの手順は,このようなテクストの議論の経過にも合致すると思われる｡
9哲人王問題については扱わない｡N.P.White,A CompanionioPIaio'SRepublic

(1979),43-54のように全く別の原理を適用する解釈の可能性があるかもしれないが,い
ずれにしてもJvの域を越えており,Sachs問題に関する限り主要議論とは別の問題であ
る｡

10R.Demos,"AFallacyinPlato'sRepubli'C?",Ph''LosophicaLRevL'ew 73(1964),
reprintedin PlaloII,52-56;a.H.Weingartner,"VulgarJusticeandPlatonicJus-

tice",PhL'LosopLlyaLldPhenomenoLogJ'CaLReseard125(1964/65),248-252;G･Vlas-

tos,"JusticeandHappinessintheRepublic",inPtaioII,66-95.
llJ.Schiller,㍑JustMenandJustActsinPlato'SRepublicM,Journalofthe

H)'storyofPhiLosopLly6(1968),1-14;S･Waterlow,"TheGoodofOthersinPlato's

Republic",ProceedJ'ngsoftheAn'stoteh'anSoc)'ety73(1972/73),19-36･

12おそらく私のアプローチは,Krautの線にもっとも近い｡
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論理的関係を導出することによって SacllS問題を解こうとする立場について｡

Jp- Jvについては,たとえば Demosや Weinga.rtnerなどが論じたが,4

巻後半の全体の文脈のなかでその論証の道筋を明らかにしたのは,朴氏の論考

であろう13｡その場合に,Vlastosもすでに指摘したように14,魂の欲望的部分

(以下, e)一 次いで気概的部分 (以下, 0)- と7t入eovEミEctとの密接な関係

が鍵になる｡7T入eov蒔 ct(不正)を犯すということは,理知的部分 (以下,A)に

よる支配が成り立っていないということでありJpではない,逆にJpであって

Å支配が成り立っているならば,7t入cov蒔 ct(不正)を犯すことはない - Jp-

Jv｡ E(もしくは0)と7t入eov蒔 αの関係を Sa･chsは見落としていたように思

われる｡また,Jpについての Sachsの理解はス支配の性格づけのとらえ方が

不十分である15という点は,つとにWeingartnerが指摘 した16｡

ただし,注意すべきことは,Jvが列挙されている正義の行為の事例すべてで

あると見なすならば,Jp- Jvが成 り立たないことは明白であるということで

ある｡たとえば,｢嘘をつかない｣｢借りたものを返す｣というJvの一例に関し

て,ソクラテスはケパロスに対し,｢狂人にナイフを借 りている｣という状況で

は ｢嘘をつかないこと｣｢借りたものを返すこと｣はかえって正義であるか疑わ

しいと批判 している(331cd)｡あるいはポレマルコスに対 し,｢友を利 し敵を書

す｣というような通俗的な正義の行為の規定に関して,ソクラテスはその訂正

を迫っている(335b-e)｡これらのケパ ロスやボレマルコスとの議論に示されて

いるように,Jvの内容は,そのすべてを無条件に認められているわけではなく

て,当然,修正を要するものとして前提されていることは明らかであろう｡だ

から,修正された Jvについて,Jp- Jvが成り立つかどうかの問題として了

解 しなければならないはずである｡たとえ Jvが修正されるにせよ,Jvが一般

に認められる正義の行為である限りにおいて,Jp- Jvを示すことは,なお有

意義である17｡

13朴-功 ｢プラトン 『国家』における魂の正義｣『西洋古典学研究』36(1988),49-53.
14vlastos,89-91.

15sads,47-48･
16weingartner,249-250･
ス支配の内実をめぐって詳しく論じたものに,R.Kraut,208-214があるOまた,拙

論 ｢プラトン 咽 家』における魂三区分説｣『古代哲学研究METHODOS』 24(1992),
28-29を参照されたい｡

17なお,Kraut,215m.11が自ら提示した反例(学究のための盗みなど)を排除するた

めに想定した前提条件(最低限の生理的必要を満たす便宜がある正常な社会であること)

に対するAnnasl1],440-441の批判は至当.ソクラテスは,いかなる社会状況でも ｢Jv
が得である｣と示さねばならないはず｡目的のためには手段を選ばないという方法論と

は,プラトンは対穂にいる｡いかなる目的も(知の追求であろうと)正当な手段を通じて
こそ実現されねばならないというのが,プラトンの魂論的正義論の核心であろう｡金銭や

食物に窮する人は,まずそれらを正しい仕方で(Eを増長させるやり方でなく,スがよく
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他方,Jv- Jpについて,私は成 り立たないと考える｡

まず第一に,テクス トからJv- Jpを導出することはできない｡朴氏が根拠

としているテクス ト箇所の読み方には無理があるように思われる｡朴氏は,Jp

- Jvが検証される箇所 (442d-443b)における次の(氏)について,この一節は

Jvー Jpを合意 しているととらえている18｡

(氏)｢なぜすべてこうした点についてそうなのかといえば,その

原因は,そのような人間においては,彼の内なるそれぞれの部分

が,支配することと支配されることについて,それぞれ自分の分

を守 っていることにあるのではないか｣(443bl-2)

しか し,(R)に言 う ｢原因｣とは,文脈上 ｢ipな人か Jvである原因｣の意で

あって,端的に ｢Jvの原因｣と読むことはできない｡

また,Jv- Jpの反例としてのケパロスのような存在がありうる｡たんに

寡頭制的人間では ｢完全な正義 (Jv)｣を貫 くことはできないにしても(554C),

神々か らの死後の報酬や罰を信 じている人ならば,｢完全な正義 (Jv)の人｣たり

うるであろう｡ これに対 して,アデイマントスが神 々を欺 くことも可能である

などとする新思想をもち出して,そのような可能性を排除 したと言われるかも

しれない｡ しか し,正義擁護の論拠から排除 したのであって,現に伝統的な神

観を信奉する人々の存在は否定できないであろう｡またいずれにせよ,なん ら

かの動機によって - あるいは ｢義務道徳｣的に,あるいは ｢知を追求すること

な く,ただ習慣の力によって (軌 L設vEU,PL入ooo?(ctq)19｣(619C7-dl)- Jv

を貫 く可能性は残るoJvを貫 くことと Jp との必然的な連関はない｡Jvをい

くら貫いても,愛知の営みに向けて生を秩序づけてい くのでなければ,なんら

Jpの幸福を実現することにはならない 20｡

次に,｢完全な正義 (Jv)の人｣についてのみ Jv- Jpを示す21ことは正義の

支配しつつ)確保することに意を払うべきである｡スは,Eや 0を過不足なく養う義務を
もつOまた愛知の営み以外の仕事に手を染めたからといって,魂のあり方が損なわれる

わけではない(cf1591cl592a,443d:｢金銭の獲得に関することでも,身体の世話に関す

ることでも｣)C理想国家の軍人 ･職人階層の人々にしても同じ｡その営みはさまざまに
違っても,自分の内なる秩序を確立,保全するという行為原理は共通である｡初等教育を

受けた彼らは みな心から正義を行なうことを望むJpな人である,と私は理解する｡

18朴,53.

19H.W.B.Joseph,EssaysinAncienfrjModernPhilosophy(1935),3n･2;Whit･e,
132-133m.C.

20それゆえ,Weingartner.251-252が想定するJpとJvの間の比例関係(Jvな人は

Jvでない人よりもより一層Jp)すら成り立たないと考えられるだろう｡Jpには愛知と
Jvの両方が必要であって,JvはJpの必要条件の一つにすぎない以上,Jvな人であっ
ても,いっこうにJpでない人がありうる｡

21vlastos,92;朴,53-54.
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行為の動機づけとして不十分であろう｡｢完全な正義の人｣の幸 ･不幸は,グラ

ウコンの要求のなかで派生的に出された論点にすぎない｡ソクラテスが擁護す

べき正義 (Jv)はそれだけではない｡中間的な (不完全な)正義 (Jv)をも擁護せ

ねば,直ちに ｢完全な正義の人｣たりえない人々に対 して動機づけの力をもた

ないであろう｡個々の正義の行為を意味づけることによって,正義の行為を貫

くことの意味づけを兼ねることはできるが,逆は成 り立たない｡

さらに,たとえ ｢Jpな人が幸福であり,Jvが Jpと等値であるから,Jvな

人は幸福であり,Jvは得である｣と示したところで,それは直接には彼らがい

かに行為するかを動機づけることにはならない｡ただ Jpな人たらんとするの

みであろう｡JpF Jvという論理的関係は,Jvそれ自体の動機づけにとって

はたして有効であるとは思われない｡ソクラテスが実際に論 じたのは,そのよ

うな論理的関係ではない｡

sachs問題へのもう一つの対処の仕方として,ソクラテスはJvを擁護するつ

もりはなく,Jpを正義の本来の規定として提示 しているのであって,Jvは切

り捨てられていると見なす立場について｡

まず,明らかにテクス トの主要議論において,ソクラテスはたんに Jpが幸

福で得であると示 しているのではなく,｢Jvが得である｣と示そうとしていると

いうことが,この解釈にとって最大の難点であろう｡

また,グラウコンやアデイマントスが問題にしているのは,いかに生きいか

に行為するか (344e1-3,352d5-6)であって,正義の行為の動機づけに彼らの関
心はある｡Sachsの問題提起の主眼も,まさに正義の行為をなすべきかという

その点にあるのであって,たんに偽証か否かという論理上の問題に帰すること

は,これを矯小化することになろう｡Jvを擁護.しているのではないと主張する

ことは,彼 らの間堰意識に答えることにならない｡

あるいは,Schillerは,Jvに通俗的な正義観,通俗的な正義道徳を合意させ

てこれを退けたように思われる｡もちろん,ソクラテスは通俗的な正義観を退

けている｡プラトン的な正義が,そういった通念を否定しそれを越えようとする

ものであることは間違いない｡けれども,SacllSが問題にしているのは,具体的

な個々の正義の行為である｡Jvの内容をとらえ損ねた点に,おそらくSchiller

が Jvを切り捨ててもよいと見なす原因がある22｡

また,SchillerやWaterlowのみならず,多 くの解釈者が Jp- Jvが成り立

たないと判定する時に,先に述べたように,Jvが修正されるべきものであるこ

とは予め前提されているとは見なさずに,事例として挙げられたすべての正義

22schiller,3.
しかもSchillerは,先のSachs自身の問題枠のずれに乗 じて,Jvな人が幸福であるは

ずがないとしてJv擁護を否定 している｡
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の行為を含むものでなければならないと了解 しているように見える2㌔ とすれ

ば,それ自身のうちに先のような矛盾を内包 しているJvを,そもそも擁護 し

ようがないことは自明である｡この点もまた,ソクラテスは Jvを擁護するつ

もりはないと彼 らが主張するに至った一因であろう24｡

Sachs問題への第三の対処の仕方について｡

Jp- Jvは,Jp- Jvという等値関係を示すための片方の要素でありうる

だけではなく,Jpがグラウコンやアデイマントスらに共有されている正義概念

(Jv)を満たすことによって正義の規定として安当なものであることを,それ自

体で単独に意味する25｡またそれが,ソクラテスの442d-443bの検証作業のそ

もそもの趣旨であった26｡

このことを確認 したうえで,さて,主要議論における ｢正義の行為 (Jv)は得

である｣の論証の道筋を,私は次のように理解する｡

(1)正義 (Jp)の人は幸福であるC

(正義を Jpと規定する安当性は,Jp- Jvで保証される｡)

(2)正義の行為 (Jv)は,Jpを促進 しあるいは維持するものである｡

(3)それゆえ,正義の行為 (Jv)は,幸福をもたらすから,得である｡

そのテクス ト上の根拠となる箇所は,4巻の443cl445b,9巻 588b-591bの魂

モデルを用いた議論,10巻の612bなどである27｡

4巻で,ソクラテスは,魂の正義 (Jp)の内実を明らかにしつつ (443C-444a),

正義の行為 (Jv)の Jpに対する有益性を論じる(443e4-444a2;444C-e)｡

｢それでは｣とぼくは言った,｢不正と正義が明らかになった以上

は,不正を行なうことも,不正をはたらくことも,逆にまた正 し

いことをするということもすべてこれ らのことの意味は,もはや,

はっきりと明らかなのではないかね｣(444cl-3)

｢-･正 しいことを行なうことは正義を作り出し,不正なことを行

なうことは不正を作り出すのではないかね｣(444clO-dl)

23schiller,3;Waterlow,25;Am asl1],442-443;alsol2],166-167;Dahl,8151816･
しかし,Jvの全面的な擁護ではなく,JpによるJvの基礎づけであるという点では,

Annasと私は同じ立場である(cf･AIulaSll],450日2],160-163,324).
24sachs,50-51自身の結語にも,これらの傾向が認められる｡
25この点は,DaJll,815,818;Annasl1],446;also【2],164;JIR･S･Wison,"The

Argum entofRepublicIV",PLIJ'Losopb)'caLQuarterly26(1976),113-115,122-123な
どが指摘している｡

26朴,50-51.

27以下に引用するこれらの箇所の文脈では,｢正義｣(8LXCuOOJvT))はJpを.r正しいこ

と｣(Tと8LxctLCt)はJvを,それぞれ意味している.
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この箇所に言う ｢正義の行為｣や,また443e4-444a2で ｢このような魂のあり

方 (Jp)を保全 し作り出すような行為を正しく美しい行為と考えてそう呼ぶ｣と

規定される ｢正義の行為｣が,直前の442d-443bにおいてソクラテスが照合し

たような正義の行為の諸事例 (Jv)を内容上の トピックとして指示 していること

は明らかである28｡すなわち,Jpによって Jvが意味づけられているのである｡

グラウコンはこれに答えて,Jpが幸福であり,Jvがそのために有益であるか

ら得であることを暫定的に認める｡

｢これでもう,どうやらわれわれに残されているのは,こんどは,

正 しいことを行ない美 しい仕事を営み正 しい人であることが -

そのような人であると知られていようといまいと一 得であるの

か,それとも,不正をはたらき不正な人であることが 一 罰を受

けず,善さ人になるための懲らしめを受けずにすまされるなら一

得であるのか,という点を考察することだろうね｣

｢しか し,ソクラテス｣と彼は言った,｢その考察は,今となって

は,ばかげたものになるように私には見えますね｡･-われわれが

まさにそれによって生きるところの当のもの [魂]の本来のあり

方がかき乱され,台なしになっているとき,どんなことでも一 悪

徳と不正から解放され,正義と徳を獲得することになるような行

為以外は 一 思いのままにすることができさえすれば,人生は生き

るに値するというようなことが,かりにも考えられるものでしょ

うか ?何 しろ,正義と不正のそれぞれが,われわれが述べてきた

ような性格のものであると明らかになったのですからね｣

(444e7-445b4)

9巻では,魂の正義 (Jp)が幸福であることが示された (580a-C,588a)のを受
けて,ソクラテスは次のように切り出す｡

｢さあ,これでよし｣とぼくは言った,｢いまやわれわれの議論が

この地点にまで到達 した以上,ここでもう一度,最初に語られた

言説を取 り上げることにしようではないか｡われわれがここまで

やって来たのも,そもそもはこの言説のためだったのだからね｡

言われていたことは,たしかこうだった 一 完全に不正な人間で

ありながら,世間の評判では正 しい人であると思われている者に

とっては,不正をはたらくことが得である,と｡どうだね,この

ように言われたのではなかったかね ?｣

｢たしかにそうでした｣

28waterlowが,JpとJvの関係づけを断念して,Jpと利他的行為の関係づけを直接

企図する(21,25)のは,この点を見落としていることにもよるだろう(cf･27-28)0
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｢では,いまこそわれわれは｣とぼくは言った,｢そのような説を

なす者と話 し合うことにしよう｡不正をはたらくことと正 しいこ

とを行なうこととが,それぞれどのような効力をもつかというこ

とを,われわれは同意確認 し合ったのだから｣(588b1-8)

そして,魂モデルを用いながら,正義の行為 (Jv)のJpに対する有益性を論じ,

Jvが得であると結論する(588b-591b)0

｢さあそれでは,この人問にとって不正をはたらくことが得であ

り,正 しいことを行なうことは利益にならない,と説 く人に対 し

て,われわれは,その主張の意味するところはまさしく次のような

ことになるのた,と言って聞かせることにしようではないか-･｣

(588e3-4)

｢では他方,正 しいこと (Tと8(xctLCt)が得であると説 く人の主張

は,われわれが言行ともに次のことを目指さなければならないの

だ,ということにほかならないのではなかろうか･･･｣(589a6-7)

｢だとすれば,あらゆる点から見て,正しいこと(Tと8ixcttct)杏

讃える人の説 くところは真実であり,不正なこと(Tと設aLXCt)を請

える人の説 くところは誤 りであることになるだろう｣(589b8-cl)
｢それなら｣とぼくはつづけた,｢そのように考えるならば,誰にせ

よ,不正に金を受け取ることが得であるというようなことが,そ

もそもありうるだろうか - もしその結果として,金を受け取る

ことによって同時に自分のうちの最善の部分を,最もたちの悪い

部分の奴隷としてしまうことになるのだとしたら?｣(589d5-el)

｢では,グラウコンよ,いったいどのような点で,またどのよう

な根拠によって,不正をはたらくことや,放将であったり醜い行

為をしたりすることが,得であるとわれわれに主張できるのだろ

うか - そうした行為によって,金銭や他の何らかの力はより多

く手に入ることになるにしても,その代りに,より悪い人間にな

るのだとしたら?｣

｢けっしてそのようなことは主張できません｣と彼は言った｡

(591a5-9)

グラウコンが4巻で暫定的に認めたのは,正義の行為をする方が不正な人で

不正な行為をするよりも望ましいということである｡9巻では,それも含めて,

不正な人で不正な行為をする場合と不正な人で正義の行為をする場合とを較べ

てどちらがより望ましいかを判定 している290

29vlastos,67n.5は,Jp=±Jヽ′が成 り立つとする彼の立場から,不正な人と正義の行

為とは結びつかないかのように理解するけれども.この 9巻の箇所の議論では,まさに
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10巻 612bは,9巻末までの議論を振り返 りその成果を総括する箇所である

が,そこにも主要議論の道筋は如実に示されている｡

｢われわれが発見したのは,正義はそれ自体として魂それ自身にとっ

て最善のものである(ctdTbBLX∝LOOGvrvctt3て葡中畑 aptoTOV)と

いうこと,そしてギュゲスの指輪に加えてハデスの兜をもっていよ

うといまいと,魂は必ず正 しいことを心がけねばならぬ (7TOLγ EOV

Efvcu∝GT葡TとBとxctLCt)ということだったのだね｣(612b2-5)

議論の組み立てはこのように二段構えになっていて,Jpの人は幸福である,

Jvはそのために寄与 し幸福をもたらすか ら得である,というかたちで Jvは擁

護されているCソクラテスが実際に論 じたのは,Sachsが予想 し論証を要請 し

たような JpとJvとの論理的関係ではなかった｡正義の行為を何を目指 して

なすべきかを論 じているのであり,それでこそ,正義の行為の直接的な動機づ

けたりうる｡Jpな人になるためには,正義の行為を心がけ愛知の営みにいそ

しまねばならない- それが主要議論による動機づけの核心である｡プラ トンの

『国家』における正義論のモチーフは,魂の正義 (Jp)という新たな規範を真の

正義として規定するとともに,その価値によって正義の行為 (Jv)を基礎づけ,

擁護することにあると思われる｡それは,たとえばグラウコンが 2巻で契約説

を代弁する際に ｢法の命ずる事柄を合法的であり正 しいことであると呼ぶよう

になった (dvoLlioc")｣と述べる(359a)のに対応 して,443Cで ｢正義の人は,

正義の行為を魂の正義を作り出すものと考えてそう呼ぶ (dvo函こovTCt)Jと語
られたり,さらに 9巻の魂モデルの提示のあとで,一般に醜いと見なされる事

柄や悪徳などが非難されるのは,魂のあり方にもたらす害悪のゆえにであると

説明される(589C-590C)のと照応する｡Sachsの見通 しとは異なる論法によっ

て,正義擁護の議論は成功 している｡

ところで,たとえ派生的にせよ,論証の中軸である(1)｢正義の人は幸福であ

る｣について,正義の通常の意味 (Jv)を Jpに置き換えている点に限れば,ソ

クラテスの論法はやはり不当ではないだろうか｡しかし,この疑念は筋違いであ

る｡通俗的正義を越える正義概念を志向していたのはグラウコンやアデイマン

トス自身であった｡2巻冒頭での,正義とは何であるかを示せという要求は,む

ろん,正義擁護の議論をソクラテスから聞き出したいという彼 らの真意 (358cd,

367ab)からして,自ら契約説を提示するためではなく,む しろそれと対置すべ

き正義の規定を期待 している｡｢ギュゲスの指輪｣による思考実験 (359b-360d)

不正な人にとって正義の行為が得であることが論じられているo主体と行為の相関性を贋

着させ両者を不可分ととらえることについては,たとえばWaterlow,19-20が,主体の

行為決定の自由(未決定性)の観点から批判している｡すなわち,(2)の側面を見失うこと
になるであろう｡
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ち,世人はしぶ しぶ正義を守っているにすぎないことの証明であると同時に,過

俗的な正義観-の不満を表明するものであろう｡また,次のようなグラウコン

とアデイマントスの言葉には,すでに真の正義の内面性が予見され志向されて

いる30｡

｢なぜなら,私が聞きたいのは,正義と不正のそれぞれが何であ

るか,また,それぞれが魂の内にあるときに (evb再 vT句中xfi),

純粋にそれ自体としてどのような力をもつものなのか,というこ

となのであって,報酬その他,そこから結果として生 じるいろい

ろの事柄は,いっさい排除 しておきたいからなのです｣(358b4-7)

｢正義と不正のそれぞれが,それぞれを所有 している者の魂の内

にあって (てうTOG'gxovT0日JUX葡ev6V),神々にも人間にも気づ

かれないときに,それ自体としてそれ自身の力で,どのようなは

たらきをなすかということは,詩においても散文においても,か

って一度もくわしく語 られたことはなかった｡まさにその見地か

ら,不正こそは魂が自己自身の内にもつ (てoxE=レuxllevctもて笥)
悪の最大のものであり,正義こそは最大の善であることを十分に

証明した者は,一人もいなかった｣(366e5-9)

グラウコンの第三の論点,｢完全な正義 (Jv)の人は,完全に不正な人より幸福で

あるか｣という反問 (360e-361d)は,むしろそれ自身が依拠する通俗的な正義

観の狭小さを露呈させている｡ グラウコンが課す,正義の人に対する虚偽の評

判等の悪条件の付加 も,論証上の負荷であるとともに,通俗的な正義の限界を

越える真の正義-の希求を示唆 していよう｡Jpは,真の正義とは何であるかと

いう彼 らの問い-のソクラテスの応答なのである｡真の正義 (Jp)の人は,完全

な正義 (Jv)の人であり,幸福である｡正義の行為 (Jv)の擁護は,これとは別

の問題である｡

(2)の ｢Jvは Jpをもたらす｣(tTv⇒ Jp)という面を強調 したのはKra･utで

ある31｡ところが,Annasは,彼は Jv⇒ Jpを論理的関係 (Jv- Jp)に準ず

るものと混同して論 じていると批判 した32｡しかし,これは当たらない｡Annas

がそのような誤解に陥ったのは,Kraut自身の論述不足 もあるにせよ,｢Jvが

得である｣という論証全体の先のような道筋を明確にしなかったためであると

思われる｡

(3)｢Jvは,幸福をもたらすから,得である｣という仕方で正義の行為を擁護

することは,かのFoster問題33を誘発することになりはしまいか｡つまり,Jv

30sads,41-42･

31Kraut,2071208n･41

32Annas【1],446.
33M.B.Foster,"AMistakeofPlato'sintheRepublic",Ml'nd46(1937),386-393.
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を手段善と見なすことにより,善の三分類 (357b-a)の議論で正義に与えられた

条件に反 しないだろうか｡この批判に対 しては,すでにSadlSが主張したよう

に,善の三分額は,正義の評判や報酬などの特定の ｢結果｣を正義擁護の議論

に利用 してほならないという趣旨であると理解する立場を取りたい340Mabbot

は,魂の正義 (Jp)に限定 して正義-幸福が成 り立つとして正義を目的善と見

なす一方,正義の行為 (Jv)を見限って しまうけれども35,われわれの立場から

は,善の三分類における ｢それ自体のために望ましい｣には,目的善と手段善

の両方が含まれうる｡したがって,Jvを Jpのための手段善として,Jp と併

せて第二のクラスに入れても差 し支えないと私は考える36｡

3 利他性の問題

sachs問題がらみでしばしば論 じられるのは,プラ トンの 『国家』における

正義論では他者に対する配慮という観点が本質的に抜け落ちているのではない

か,自己の幸福 (魂の正義)に関心を集めていて,だから利他性などの道徳と

しての条件を満たさないのではないか,という趣旨の批判ないし問題提起であ

る37｡これは,偽証問題を離れて,正義の行為の動機づけの内容そのものの是

非を問う議論である｡

そのような大きな問題を今扱うことはできないが,Jpが利他性一般と背反,

歯且解 しないかという点について,ここでは基本線を二,三述べておきたい｡

おそらく 『国家』はそれを積極的に論 じている場ではない｡けれどら,テク

ス ト上の事実についてここで断っておくべきことは,グラウコンやアデイマン

トスが要求 しトラシュマコスが問題にしているのは,事例として挙げられた具

体的な正義の行為がある種の利他であることは自明の前提として,それらが自

分にとって得であるのか損であるのかという点であり,だからソクラテスが彼

34sadlS,38-41.Cf.Sdliller,5･

ただし,｢快楽｣に関する彼の見解には同意 しない｡脇傑 靖弘 ｢プラ トン 『国家』第 2

巻における正義弁護の要求｣『古代哲学研究 METHODOS』 21(1989),1-10を参照さ
れたい｡

35J.D･Mabbot,`̀IsPlat･o'sRepublicUtihtarian?",M,'nd46(1937),revisedin

PlatoII,57-65.

あるいはまた,Annas【2】,168,294は,Jpが目的善で,幸福がその ｢結果 (報酬)｣で

あると解するo しかし.先に見た 10巻の箇所の前後 (612a8-C4)から,これは明らかに

誤り｡

36schiller,7n.23は,善の三分類の議論は正義の行為 (Jv)-の言及であると判断す

る｡だが,内面的な正義 (Jp)もやはりすでに志向されており(358b),未分化なまま同時

に合意されているように見える｡

37H.A･Prichard,MoralObligation(1949),2-5;Joseph,80-81;R.Norman,The

MoralPhilosophers(1983),56-57,60-62;Waterlow,21;Dahl,813;ATmaS[2],331･
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らに答える時に,自分にとって得だというその面に絞 って論 じたのは,議請の

成り行き上当然であったということである｡もう一点は,そもそもソクラテス

はむ しろ,はじめポレマルコスとの議論で,正義を利他として規定 しようとし

ていたことである(335b-e)｡そこに トラシュマコスが介入 して,利他としての

正義論の展開を妨げてしまったのである｡そういったテクス ト上の事実が 『国

家』の議論を制約 しているということは言える｡

しか し,同時にそれが示唆しているのは,プラ トンの意図は,利他と言う時

に ｢利｣をどのレベノレでとらえるかの問題を露呈させることにあったというこ

とではないだろうか｡その時点ではソクラテスとポレマルコスの間には (おそ

らくグラウコンやアデイマン トスとの間にも)共通の議論の土俵がなかったの

である｡だか ら, トラシュマコスやグラウコンたちに対 して,まず ｢正義が自

分にとって利益であるか｣という問題を介 して,その利己の ｢利｣がソクラテ

スの正義擁護の議論によって深められるのを待たねばならなかった｡｢正義が自

分にとって利益である｣と言う時に,魂のあり方という位相での ｢利｣がある

ということを彼 らに明らかにしなければならなかったO順序としては,その位

相での ｢利｣を他者に振り向け配慮するというのか,それに続 くべき議論であ

り,またソクラテスが正義は利他であると見なした後,本来なら議論を導いて

いくはずの方向であっただろう｡

そこで,ここで私が論ずべき問題は,Jpな人が ｢利｣としての .JPを他者が

もつように配慮するかどうかという点に帰着する38｡

『国家』では,理想国家において,哲人統治者はまさに人々の品性のなかに

徳を作 り込むことが語られている(50｡d)｡しかし,それは国家社会レベルでの

利他と言うべきか もしれない｡また,理想国家以外の現実の社会に住む JI)皮

人については,この論拠は適用できないOあるいは,中心巻の議論を主要議論

にもち込む論法 (たとえば,善のイデアの知に依拠 して正義の人の利他性を保

証する論法39)に対 しては,Annasが正当な批判を加えている40｡ 正義 (.Tp)の

人は,なんらかの知を愛する人ではあるけれども,中心巻で守護者たちに課さ

れたような真の哲学者としての条件を備えた人とは限らないからである (たと

えば,理想国家における軍人や,職人)｡

Jpの対人的正義としての利他性は,ディアレクティケ-の営みにおける共同

という基本性格のうちに求め られるべきであると私は考えるCむろん,『国家』
もまたそのようなディアレクティケ-の現場の一つである以上,テクス トのメ

38Watel･lnW,26･

39Demos,･55:Weingart･ner,･250:Dalll,826-8301

またWaterlnW,29-32は,これと類比的に,スは認識の深まりにつれ 自他の区別を

越えて .Jp実現の場を求めると論じるが,認識面での普遍性の追求から実践面における普
遍的関心を導出する論理的根拠を欠くように思われるC

40Annas,438-439n･9･
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夕 ･レベルではソクラテスが対話者たちに対 して利他を図っている実例でもあ

るけれども(e･g･344de:われわれの幸福を配慮 してくれるなら君の発言の真意

を教えてくれたまえ),また,それはプラトンが多くの対話篇においてソクラテ

スを通して描いている営みの実相と言いうるかもしれないけれども,いずれに

せよ事柄自体が論 じられている場ではない｡むしろ,ディアレクティケ--刺

他というモチーフは,たとえば 『リュシス』における友愛と共同の思想などに

示唆されているように思われる｡あるいは,ソクラテスが個々の対話篇のなか

で折りにふれて語るディアレクティケ一についての断片的な述懐などに,その

都度ほのめかされている｡ディアレクティケ-のうちでも特にその核心に位置

するエレンコスの利他性については,しばしばソクラテスが言及 しており,周

知の事柄であろう41｡ 知への愛求という魂の本性がもっともよく実現される魂

の正義 (Jp)において,ディアレクティケ-の営み-の志向は必然であり,ディ

アレクティケ-の基本的性格のうちに利他の契機が含まれるのである｡

とはいえ,むろんそれだけでこの間題が片づ くと考えるつもりはない｡あく

まで今後の考察の方向について私見を述べたまでである｡

4 結び

『国家』におけるプラトンの基本的な立場は,魂の正義 (Jp)という新 しい価

値によって,正義の行為 (Jv)を基礎づけ,擁護 しようとするものである｡ トラ

シュマコスに代表される反道徳の思潮や,ケパロスが体現するもはや効力を失

いかけた旧道徳や,グラウコンやアデイマントスが敏感に察知 している形骸化

しまさにノモス(｢契約｣)と化 した新道徳の風潮に抗し,プラ トンの正義論は,

人間本性についてのより深い認識に立脚 した価値観から伝統的な道徳規範をあ

らたに意味づけることを試みている｡

利他性というわれわれの時代における不可侵の倫理規範もまた,その ｢利｣の

内実がいかなる素性のものであるか,厳 しい吟味と批判に晒されなければなら

ない｡その手順をおろそかにして,プラ トンの正義諭に利他的な動機づけの欠

如をあげつらうことは,おそらく思想的営為として軽率にすぎるであろう｡『国

家』の正義擁護の主要議論は,そのために本線を逸脱してまず自分にとっての

利益の中身を掘り下げるために意図された議論であった｡

しかし,プラトンの真意は,さらに魂の正義 (Jp)の価値という 『国家』の正

義論の基底をも吟味批判の対象とするところにある｡そのために ｢別のもっと

長いまわり道｣を行 くことを中心巻で命 じている(504b)｡その探求の極北に位

置する善のイデアによってのみ,あらゆる価値に根拠が与えられるはずだから

である｡そして,その通行こそ魂の愛知的本性の実現の過程でもある｡魂の正

41Gorgias458a,Sophisia230b-Cなど｡



49

義(Jp)は,少なくともそれを可能にするための不可欠の足場であり,愛知の営

みと正義の行為 (Jv)がこれを支える｡

※脱稿後,朴氏の指摘により,R.Kraut(ed･),TheCambridgeCompanionto

Plato(1992)所収のKrautの新しい論文,"TheDefenseofJusticeinPlato's

Republic"を見る機会を得た｡旧稿とは問題枠も違い,全 く異なったアプロー

チを示しているので,今回は言及できなかったが,また別の機会に取り上げて

みたいと思っている｡


